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、
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紙
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弁
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送
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す
る
。



衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
水
産
資
源
の
管
理
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

直
近
十
年
程
度
の
間
に
お
け
る
我
が
国
の
漁
業
生
産
量
は
、
農
林
水
産
省
の
「
漁
業
・
養
殖
業
生
産
統
計
年
報
」
に
よ
れ

ば
、
平
成
十
三
年
は
約
四
百
八
十
一
万
ト
ン
、
平
成
十
七
年
は
約
四
百
五
十
一
万
ト
ン
、
平
成
二
十
一
年
は
約
四
百
十
九
万

ト
ン
と
な
っ
て
お
り
、
お
お
む
ね
横
ば
い
で
推
移
し
て
い
る
。
そ
の
要
因
は
、
ペ
ル
ー
及
び
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
沖
合
に
お
け

る
イ
カ
等
の
生
産
量
が
大
き
く
減
少
す
る
一
方
で
、
サ
バ
類
等
の
生
産
量
が
増
加
し
て
い
る
な
ど
、
海
域
、
魚
種
等
に
よ
り

様
々
で
あ
り
、
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

直
近
十
年
程
度
の
間
に
お
け
る
我
が
国
の
周
辺
諸
国
の
漁
業
生
産
量
は
、
国
際
連
合
食
糧
農
業
機
関
の
「FishStat

」
に

よ
れ
ば
、
中
国
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
三
年
は
約
千
四
百
四
十
万
ト
ン
、
平
成
十
七
年
は
約
千
四
百
八
十
五
万
ト
ン
、
平
成

二
十
一
年
は
約
千
五
百
二
十
万
ト
ン
と
、
韓
国
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
三
年
は
約
二
百
一
万
ト
ン
、
平
成
十
七
年
は
約
百
六

十
六
万
ト
ン
、
平
成
二
十
一
年
は
約
百
八
十
七
万
ト
ン
と
、
ロ
シ
ア
連
邦
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
三
年
は
約
三
百
六
十
四
万

ト
ン
、
平
成
十
七
年
は
約
三
百
二
十
一
万
ト
ン
、
平
成
二
十
一
年
は
約
三
百
八
十
三
万
ト
ン
と
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
お

一



お
む
ね
横
ば
い
で
推
移
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
推
移
を
み
る
限
り
、
周
辺
諸
国
の
漁
業
生
産
量
の
増
減
と
一
に
つ
い
て
で
述

べ
た
我
が
国
の
漁
業
生
産
量
の
増
減
と
の
間
に
は
、
特
段
の
因
果
関
係
は
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、
我
が
国
及
び
周
辺
諸
国
の

海
域
に
お
け
る
水
産
資
源
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
周
辺
諸
国
と
の
間
で
協
議
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
と
し
て
は
、
我
が
国
周
辺
の
水
産
資
源
の
管
理
を
適
切
に
進
め
る
た
め
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
、
計
画
的

に
資
源
管
理
に
取
り
組
む
漁
業
者
を
対
象
と
す
る
資
源
管
理
・
漁
業
所
得
補
償
対
策
を
推
進
し
て
い
る
と
と
も
に
、
漁
業
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
及
び
水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
に
基
づ
く
漁

業
許
可
制
度
並
び
に
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
に
基
づ
く
漁
獲
可

能
量
の
管
理
制
度
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

資
源
管
理
・
漁
業
所
得
補
償
対
策
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
は
、
「
資
源
管
理
指
針
・
資
源
管
理
計
画
作
成
要
領
」
（
平

成
二
十
三
年
三
月
二
十
九
日
付
け
二
十
二
水
管
第
二
千
三
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
き
、
資
源
管
理
指
針
を
策
定
す
る
に
当
た

っ
て
は
、
国
と
の
協
議
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
農
林
水
産
省
と
し
て
は
、
当
該
協
議
に
お
い
て
、
他
の
都
道
府
県
が

二



策
定
す
る
資
源
管
理
指
針
と
の
整
合
性
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法

律
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
は
、
同
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
項

の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
基
本
計
画
に
即
し
て
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
農
林
水
産
省
と
し
て
は
、
こ
う
し
た

手
続
を
通
じ
て
、
他
の
都
道
府
県
に
お
け
る
都
道
府
県
計
画
と
の
整
合
性
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


